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論 文 内 容 の 要 旨 

 

本研究は、被害後早期に治療あるいは支援につながった性暴力被害者への早期介入について

検討することを目的に、性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（以下、ワンストッ

プ支援センター）から精神科に紹介された性暴力被害者の被害実態や治療状況についてカルテ

調査を行うとともに、急性期性暴力被害者向けの支援情報冊子を作成し、有用性評価を行った。

本論文の構成は、3部 8章から成る。 

 

１．第Ⅰ部の要旨 

 第Ⅰ部では、第 1章で用語を定義した上で本研究の対象を明示した。また、第 2章では性暴

力に関する実態を示すとともに、先行研究のレビューを行った。 

第 1 章では、最初に、性犯罪と性暴力および早期介入の用語を定義した。すなわち、本研究

では、性に関する被害は WHO（World Health Organization）の定義する性暴力の概念 1)を採用

し、刑法上の犯罪となる性犯罪に限定することなく論じた。本研究における早期介入は、先行
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研究 2)をもとに、トラウマ的出来事からの期間を限定することなく、被害直後から 3 か月程度

までの期間に性暴力被害者に行う心理・社会的な介入と定義した。また、本研究における性暴

力被害者は、特記する場合を除いて、性暴力被害者のうち、思春期青年期以降の女性を対象と

することを明示した。 

第 2章では、性暴力被害の実態について、各国や日本の被害率および通報（相談）率を示し、

被害率と比べて性暴力の通報率や相談率が低いことを示した。また、性暴力が被害者に与える

影響、PTSD（Posttraumatic stress disorder）のリスク要因、help-seeking（援助要請）行動

に与える要因、早期介に関する先行研究をレビューした。すなわち、性暴力被害は、世界各国

で発生しており、性暴力によって被害者にもたらされる影響は公衆衛生上の問題とされている。

性暴力が被害者に与える影響は多岐にわたり、リプロダクティブ・ヘルスや精神健康に与える

影響だけではなく、行動様式に有害な影響を与え、生命に係わる転帰に至る場合もある 3)。性

暴力被害者の治療や支援にあたっては、これらの影響について把握しておく必要がある。性暴

力被害者はその他のトラウマ的出来事に遭遇した者よりも PTSDり患率が高く 4)、精神科臨床に

おいては、PTSDをはじめとする精神疾患についての理解が特に必要である。 

性暴力被害者の PTSDリスク要因としては、年齢など性暴力以前の個人特性 5)、性暴力自体の

特性 6)、被害後の状況 7)などの要因が報告されている。性暴力被害者の治療や支援にあたって

は、これらのリスク要因を把握することが必要であると考えられる。特に、性暴力被害後の状

況要因であるソーシャルサポートは、治療者や支援者の影響も考えられるため重要である。 

性暴力被害者は、警察や医師などの専門家よりも、友人や家族などの非専門家に

help-seekingすることが多い 8)。現在、性暴力被害後の認知行動療法的早期介入は、各国の PTSD

治療ガイドラインでは推奨されていないが 9)、慢性 PTSDについては、PE（Prolonged Exposure 

Therapy）療法などエビデンスのある治療法が確立されている。日本で性暴力被害者のためのワ

ンストップ支援センターが設立されている中で、日本における支援や治療の実情を考慮して、

性暴力被害者の早期介入方法を確立していくことは重要である。 

 

２．第Ⅱ部の要旨 

第Ⅱ部では、第 3 章で日本ではじまったワンストップ支援センターの設立状況を報告し、精

神科臨床で行う性暴力被害者の治療に必要な要素をまとめた。第 4 章では、ワンストップ支援

センターから精神科紹介されて心理治療を行った事例を報告した。第 5､6章では、ワンストッ



3 
 

プ支援センターから精神科へ紹介された性暴力被害者について行ったカルテ調査について、研

究 1，2に分けて論じた。第 7章では、急性期性暴力被害者のために作成した支援情報ハンドブ

ックについて、有用性評価の研究を示した。 

第 3 章では、ワンストップ支援センターについて日本の現状と東京のワンストップ支援セン

ターでの実績について報告した。その後、精神科臨床における性暴力被害者の支援および治療

に必要とされる基本的対応や心理教育、性暴力被害者の治療に必要な PTSD症状の治療や薬物療

法をまとめた。 

第 4章では、ワンストップ支援センターから、被害後約 2か月で精神科を初診した性暴力被

害者の事例を提示した。本事例提示の検討により、被害後早期に精神科へつながった性暴力被

害者に対しては、PTSDの自然回復や重症度の見極めるため、自然回復していると思われる被害

者であっても、PTSD 症状について網羅的に評価することが重要であることが示された。また、

本事例では再被害防止の介入に効果が見られ、再被害防止について介入することが重要である

ことが示された。 

 

第 5章では、【研究 1】として、性暴力被害者の実情を踏まえた早期介入方法について検討す

ることを目的に行ったカルテ調査について、以下のとおり論述した。なお、研究 1と 2は筆者

が発表した論文 10)を再構成したものである。 

 

(1)調査方法と調査対象 

都内のワンストップ支援センター（以下、C 支援センター）から筆者の勤める病院（A

病院）精神科（以下、B 精神科）へ紹介された性暴力被害者について、B 精神科カルテよ

り情報を収集した。調査対象者は、C支援センターが開設された 2012年 6月から 2014年

5月末までの 2年間に B精神科へ紹介された者とし、2014年 10月末時点でカルテから得

られた情報をデータ収集および分析の対象とした。 

調査項目は、対象者の属性、被害に関する内容、診察および治療に関する内容、自記式

心理尺度の結果であり、カルテより情報を収集し、データを分析した。 

本調査は武蔵野大学人間科学部倫理委員会にて承認された。調査対象者は、カルテ情報

から得られるデータの研究利用について書面にて許諾が得られた者とし、個人情報の取り

扱いについては厳重に管理した。 
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(2)結果 

C支援センターから B精神科へ紹介された女性 18名のうち、カルテ情報の研究利用につ

いて書面にて許諾が得られた 14名を本調査の分析対象とした。対象者は平均年齢 24.1±

6.32歳であり、10代および20代で85.7%を占めた。対象者の被害の種類は、レイプが64.3%、

強制わいせつ 21.4%、性的虐待 14.3%であった。対象者のうち、過去に何らかの被害を受

けていた者は 50%であった。全体の 35.7%は過去に複数回の被害を受けていた。臨床診断

は、初診時または通院時に診断した主診断を DSM-Ⅳに基づいて分類した。その結果、ASD

（急性ストレス障害）または PTSD（PTSD疑い含む）の診断がついた者は 78.6%であった。 

自記式心理尺度は、来院後初回施行時と調査時現在の最終施行時における心理尺度得点

の前後比較を行った。その結果、IES-R、DESの得点は、初回施行時から最終施行時に有意

差があったが、SDSには差はみられなかった。対象者のうち、薬物療法が行われたのは 42.9%

であった。 

対象者のうち、治療終結した 35.7%は全て寛解の状態であり、症状悪化や症状不変によ

る治療終結はなかった。治療継続者の 21.4%は全て症状が軽快し、症状悪化や症状不変は

みられなかった。治療中断者 35.7%は、比較的早い段階で治療中断に至っていた。 

 

(3)考察 

 被害者の PTSD 診断率は高く、解離症状、うつ症状も多く見られた。治療終結者は、被

害後早期に精神科治療を行っている傾向が見られ、早期介入が回復を促進する可能性が示

唆された。 

 

第 6章では、【研究 2】として、第 5章のカルテ調査のうち、精神科とワンストップ支援セン

ターとの連携状況および被害者の医療機関受診状況の結果を報告し、性暴力被害者の回復のた

めに必要なワンストップ支援センターと精神科の連携課題について検討した。 

 

(2)結果 

対象者のうち、A病院産婦人科受診後に B精神科を受診した者は 5割であった。B精神

科初診時期は、A 病院産婦人科初診から 2 週間以内である者が 42.9%であった。対象者の



5 
 

多くは、C支援センターの支援後はじめて産婦人科、精神科を受診していた。対象者のう

ち、B精神科初診時に、被害者に付き添い人がいた者は 7割を越え、すべて C支援センタ

ーの支援員の付き添いがあった。 

 

 (3)考察 

 ワンストップ支援センターと精神科が連携することにより、対象者が被害から比較的早

い時期から精神治療を始められたことが示唆され、ワンストップ支援センターと精神科の

連携が性暴力被害者の精神健康回復を促進している可能性が考えられた。 

 

第 7章では、【研究 3】として、被害後早期からワンストップ支援センターや産婦人科医療現

場で使用できるよう作成した、性暴力被害者向けの支援情報ハンドブック 11)とその有用性評価

調査を報告し、その結果を考察した。 

先行研究では、トラウマを受けた人に対する PTSD に焦点をあてた理教育は、PTSD の予防と

しては有効な結果は得られていない。このハンドブックは、PTSDの予防ではなく、被害者に対

して適切な情報提供を行うことで、心理的苦痛の軽減と必要な資源へと結びつきやすくするこ

とを目的としている。被害後急性期の被害者を対象とした研究は困難であることから、支援者

を対象に、ハンドブックの有用性を間接的に評価する目的で本研究を行った。 

 

(1)調査方法と調査対象 

性暴力被害者の治療や支援（以下、治療・支援）を行っている医療機関または支援機関

および各機関に所属する支援（治療）者を対象に横断による観察研究を行った。まず、調

査対象機関宛てに調査協力を依頼し、同意を得た。同意が得られた機関に対して調査協力

予定者数のハンドブックおよび調査依頼状を郵送し、各機関に所属する調査協力予定者に

支援の際にハンドブックを用いてもらった。次に、ハンドブック郵送から 3か月経過した

時点で、調査協力機関および、その機関での調査協力者に自記式調査票を郵送し、2 週間

以内に同封の返信用封筒で返送するよう依頼した。 

調査票における主評価項目は、ハンドブック全体についての役立ち度、理解のしやすさ、

情報量、デザイン、使用方法など有用性についての項目（5 件法）とした。副次評価項目

は、ハンドブックが治療・支援の現場に与える影響、治療・支援者の負担軽減の有無、治
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療・支援者の不安軽減の有無、被害者に与える影響、再診（再相談）率の増減、他機関へ

の受診（相談）促進についての項目（5 件法）とした。その他、記入者個人の属性につい

て回答を求めるとともに、自由記述でハンドブックについての意見、感想等を得た。 

調査票の各項目について記述的分析を行い、ハンドブックの内容、情報量、デザインに

ついて評価を得るとともに、ハンドブックの使用によって支援・治療者の支援の効力感増

加の有無、負担感軽減の有無を把握した。支援・治療経験の有無や調査期間中のハンドブ

ック配布者と非配布者がハンドブックの評価に関連があるか見るため、それぞれ 2群に分

けて比較を行った。 

本調査は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター倫理委員会にて承認された。 

 

(2)結果 

108機関に調査依頼を行い、40機関より同意を得た。各機関から回答を得た調査協力者

（各機関に所属する支援者および治療者）186名への調査依頼を行ったところ、104名（回

収率 55.9%）から回答を得た。 

ハンドブックの有用性については、すべての項目において「役に立った」と回答したも

のの割合は 7割を超えた。ハンドブック使用が支援・治療に与える影響のうち、被害者の

動揺や不安を軽減する上で役に立ったに立ったと評価する割合が 66.4%と最も高かった。

他機関相談においては、ハンドブックが有用であると回答した対象者が 7～8割を占めた。

特に、産婦人科や精神科・心療内科への受診の際に役立ったとする回答の割合が 7割を超

えた。 

 

(3)考察 

本ハンドブックは、性暴力被害者の支援・治療経験者が多く含まれる対象者から全体的

に有用であると評価され、本ハンドブックは被害者の回復に寄与するものと考えられる。 

 

 

３．第Ⅲ部の要旨 

最後に、第Ⅲ部第 8章で総合考察を行い、本研究の意義、限界および今後の課題について検

討した。 
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2010年以降、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全国で開設されて、日本の

性暴力被害者の治療や支援は、新たな段階に入ったと考えられる。ワンストップ支援センター

の取り組みは新しいものであり、被害後早期からの被害者の PTSD症状への介入については、日

本ではエビデンスや実践報告がない。本研究において提示した事例 1およびカルテ調査の研究

は、被害後早期からの被害者の PTSD症状への介入方法を確立していく上で意義がある。 

研究の限界としては、本研究 1、2の対象者は、都内のワンストップ支援センターと連携する

都内の一精神科に訪れた性暴力被害者を対象としている。現在、各地のワンストップ支援セン

ターは、各地域の実情に合わせて運営主体や運営体制を築いて、治療および支援の提供してい

る。そのため、本研究の実践は、各地のワンストップ支援センター全てに適用できるものでは

ない。また、調査対象者は、都内ワンストップ支援センターにつながった性暴力被害者のうち

のごく一部であり、研究 1、2はパイロット研究と位置づけられる。 

研究 3では、支援者や治療者からハンドブックの有用性について高い評価が得られたが、あ

くまでも支援・治療者の側から見た評価であり、実際の使用者である性暴力被害者やその家族

からの評価ではない。調査協力者に関しては、性暴力被害者の支援や治療を行った経験のある

者から多く調査協力が得られたが、産婦人科医、看護師など医療者からの調査協力が少なく調

査結果に反映されなかった。これから性暴力被害者の支援や治療を行う者からの有用性評価も

含まれていない。また、本ハンドブックは子ども向けに作成されたものではないため、ハンド

ブックの普及や使用にあたっては留意が必要である。 

以上のような限界があるものの、ワンストップ支援センターからの紹介によって被害後早期

に精神科治療を受けるに至った性暴力被害者のカルテ調査研究や性暴力被害者向け支援情報冊

子に関する有用性評価の研究は我が国で初めてのものであり、性暴力被害者の早期介入に焦点

を当てた本研究は意義があると考えられる。性暴力被害者への早期介入に関する臨床と研究は

はじまったばかりであり、課題が多く山積している。さらに、全国でワンストップ支援センタ

ーが開設されることに伴い、従来、一般の精神科や心理臨床機関で出会うことが少なかった急

性期の性暴力被害者の治療や支援が増加するものと考えられる。 

今後は、更に臨床実績を積み重ね、性暴力被害者の回復に効果的な治療と支援の要素を分析

し、各地のワンストップ支援センターと連携する精神科で活用できるような標準化された治療

や支援のプログラムを開発することが必要であると考える。 
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論文審査結果の要旨 

 

研究についての総括： 

 本研究の目的は、性暴力被害者への早期介入のあり方について検討することである。 

 そのために、本研究は、性暴力被害の実態や支援・治療に関する諸外国や日本の先行研究を

まとめ、分析、検討し、早期介入の意義について論述している。そして、日本における性暴力

被害者のためのワンストップ支援センター（以下、ワンストップ支援センター）の設立状況や

そこでの支援内容、実績について、現場に深く入り込んだ上で整理検討している。また、ワン

ストップ支援センターと精神科臨床との連携について、被害後早期に実際に支援および治療に

つながった被害者を対象とした事例検討、カルテ調査などを通して分析している。その考察で

は、早期のネットワーク的な支援が、諸外国と同様に日本でも被害者の精神的な回復に寄与す

ることが説得的に記述されている。また、急性期性暴力被害者向けの支援情報ハンドブックの

作成と配布を行い、その被害者支援の効果について調査・分析している。 

 性暴力被害者への支援や、臨床的領域における性暴力被害者の困難な状況の改善を目指す介

入は、現在の日本において喫緊の課題であり、その必要性は多くの関係者に認識されてきた。

だが、とりわけ被害後の早期の支援・介入については、被害者にとっての安全を確保しつつ支

援を行う仕組みが無かったために、臨床的、実証的な研究はほとんど行われてこなかった。そ

れゆえ、本論文は性暴力被害者のためにワンストップ支援センターが稼働して初めて可能にな

った研究という位置付けにあるといえる。加えて、本研究が性暴力被害者への早期介入の意義

を明らかにするために行った都内の精神科でのカルテ調査や支援情報冊子の効果の調査などは、

小規模なものであるが、パイロット・スタディーとして評価されるべきものである。 

 今後、日本における性暴力被害者の早期介入支援システムを整えていく上での、モデルとな

る活動や支援と、その有効性が記述されており、新しい領域を開く研究として、その意義は高

く評価される。 

 

 本論文の構成は、3部 8章から成る。以下章に従って審査の経過および結果を示す。 
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１． 第Ⅰ部の審査要旨 

著者は、第Ⅰ部において、性暴力被害とそれへの早期介入を取り扱う本研究全体の用語の定

義を行い、研究対象を明示した（第 1章）。また、性暴力に関する実態を示すとともに、先行研

究のレビューを行った（第 2章）。 

第 1 章では、最初に、性犯罪と性暴力および早期介入の用語を定義している。すなわち、本

研究では、性に関する被害は、WHO（World Health Organization）の定義する「性暴力」の概

念を採用し、刑法上の犯罪となる性犯罪に限定されない。また「早期介入」は、先行研究をも

とに、トラウマ的出来事すなわち被害直後から 3か月程度までの急性期に性暴力被害者に対し

て行う心理・社会的な介入と定義されている。第 1 章については、この領域での用語定義の困

難さが十分に示されていたものの、急性期では PTSD症状の自然回復が見込まれるため、なぜ当

該時期に介入を行うことが必要なのか、また、社会的な支援と医療的な回復はいかに関連し、

また区別されるのか、より説得力のある説明が必要であると指摘を行った。再提出版ではこの

点が修正された。 

第 2 章では、性暴力被害の実態について、諸外国や日本の被害率および通報（相談）率が示

され、いずれの国でも被害率と比べて性暴力の通報率や相談率が低いことが示された。、また、

性暴力が被害者に与える影響、PTSD（Posttraumatic stress disorder）のリスク要因、被害者

の help-seeking（援助要請）行動に与える要因、早期介入に関する先行研究がレビューされて

いる。 

第 2 章には二つの視点があると言える。一つは、人間の健康に深刻な影響を与える性暴力の

実情と、被害者支援の実態を捉える視点である。もう一つは、トラウマ体験としての性暴力被

害を、心理学的な治療および支援の対象として捉える視点である。したがって本研究は、単に

精神障害の治療方法を開発するというものではなく、性暴力被害者の総合的な実情と回復を視

野に入れて行われたものである。著者が、日本では先進的なワンストップ支援センターの実践

と深く関わる立場にあることから、被害の実情や回復のための制度、help-seekingや再被害な

ど多様なテーマを扱い、臨床心理学精神医学以外の諸領域の研究成果を学際的にとりいれつつ、



12 
 

広い視野から書かれていることは評価できる。 

 

２． 第Ⅱ部の審査要旨 

 第Ⅱ部からは、性暴力被害者支援のためのワンストップ支援センターの日本での設立を踏ま

えての実証的な研究である。まず、日本におけるワンストップ支援センターの設立状況の報告

と、精神科臨床で行われる性暴力被害者の治療に必要な要素がまとめられた（第 3 章）。また、

ワンストップ支援センターから精神科を紹介された性暴力被害者の心理治療の事例が報告され

た（第 4章）。第 5、6では、ワンストップ支援センターから精神科へ紹介された性暴力被害者

について、カルテ調査を実施した結果が、【研究 1】【研究 2】に分けて論じられた。第 7章では、

急性期性暴力被害者のために作成した支援情報ハンドブックについて、その有用性評価の研究

が示された。 

 第Ⅱ部は、著者の研究の本体と言える部分であり、各章ごとに異なる目的、対象、方法が用

いられた上で、全体として、急性期の性暴力被害者支援に関する研究としてまとめられている。

審査では、各章それぞれの目的と位置づけを明確化することを求めた。 

 第３章では、ワンストップ支援センターに関する日本の現状と、東京のワンストップ支援セ

ンターの実績が報告された。その後、精神科臨床における性暴力被害者の支援および治療に必

要される基本的対応や心理教育について要点が整理されている。 

 第４章では、ワンストップ支援センターから、被害後約２か月で精神科を初診した性暴力被

害者の事例が提示された。この事例提示の目的は、急性期介入の実例を示すことによって、介

入の意義や問題点を検討することとされていが、治療の有効性により焦点を合わせた記述にな

っていたため、審査ではその部分の修正を求めた。再提出版では、本事例提示の検討を通して、

被害後早期に精神科へつながった性暴力被害者に対して、自然回復していると思われる被害者

であっても PTSD症状について網羅的に評価することや、再被害防止のための介入を行うなどの

重要性が見出され、早期介入の意義やタイミングの困難さ、効果的な介入方法自体の確立の必

要性が示された。 

 第５章・第６章は、それぞれ【研究 1】【研究 2】とされ、性暴力被害者の実情を踏まえた早
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期介入方法について検討することを目的に、著者の勤務する病院の精神科において実施したカ

ルテ調査について述べられた。 

 審査では、第５章の目的をより明確にすべきであることが指摘され、再提出版で修正された。

すなわち性暴力被害者の属性、被害状況、精神健康への影響、薬物療法の実施状況を調査し、

被害者の実情に合わせた治療のあり方について検討すること、特に、治療終結、治療継続ある

いは治療中断といった治療転帰毎に被害者の実情を分析し、性暴力被害者の早期介入に必要な

要素について検討することであった。 

 第６章では、第５章のカルテ調査のなかから、性暴力被害者の精神科の受診状況や、支援員

の付き添いの状況などが検討され、ワンストップ支援センターと精神科の連携が、性暴力被害

者の精神健康回復をより促進している可能性が示された。 

 審査では、第５、６章について、ワンストップ支援センターから精神科受診につながった被

害者を対象にしているにもかかわらず、新しい支援機関であるワンストップ支援センターが被

害者の回復にいかに寄与しているのかについての考察が不足しているとの指摘がなされた。そ

こで各章において一部が修正され、説明が加えられた。本臨床研究が成り立つためには、ワン

ストップ支援センターの存在が不可欠であり、これまでにない対象者についての研究が行われ

ていることの意義を再認識してもらった。 

 第７章は、【研究 3】として、性暴力被害者向けの支援情報ハンドブックの作成と配布、およ

びその有用性評価調査が報告され、その結果が考察された。このハンドブックは、被害後早期

から、ワンストップ支援センターや産婦人科医療現場で使用できるように作成されたものであ

る。被害後急性期の性暴力被害者に必要な情報をハンドブックというかたちで伝えることは重

要である。しかし、被害者を対象とした直接的な調査は困難であるため、支援現場や医療現場

の従事者へのアンケート調査によってハンドブックの有用性を評価するという間接的な方法が

採用されている。その結果、本ハンドブックは、性暴力被害者の支援・治療経験者が多く含ま

れる対象者から全体的に有用であると評価され、被害者の回復に寄与するものと考えられた。 

 

３． 第Ⅲ部の審査要旨 
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 著者は最後に、第Ⅲ部第８章で総合考察を行い、本研究の意義、限界および今後の課題につ

いて検討している。 

 2010年以降、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターが全国で開設されて、日本の

性暴力被害者の支援や治療は、新たな段階に入ったと考えられる。ワンストップ支援センター

の取り組みは新しいものであり、被害後早期からの被害者への介入については、日本ではエビ

デンスや実践報告がない。本研究において提示された事例（第 4章）およびカルテ調査の研究

（第５、６章）は、被害後早期からの被害者への臨床的介入方法を確立していく上で意義があ

る。 

 研究の限界としては、調査の範囲や規模が限られていることが挙げられる。本研究の第５、

６章の【研究 1】【研究 2】の対象者は、都内のワンストップ支援センターと連携する都内の一

精神科に訪れた性暴力被害者を対象としている。だが現在、各地のワンストップ支援センター

は、各地域の実情に合わせて運営体制を築いて支援や治療を提供しているため、本研究の実践

は各地のワンストップ支援センター全てに適用できるものではない。また、調査対象者は、都

内ワンストップ支援センターにつながった性暴力被害者のうちのごく一部である。さらに【研

究３】では、支援者や治療者から支援情報ハンドブックの有用性について高い評価が得られた

ことが報告されたが、それらはあくまで支援者・治療者からの評価であり、実際の使用者であ

る性暴力被害者やその家族からの評価ではない。調査協力者には、性暴力被害者の支援・治療

経験者が多く含まれているが、一方で産婦人科医、看護師などの医療者があまり含まれておら

ず、調査結果に反映されていない。性暴力被害者の支援・治療に今後携わる者も含まれていな

い。また、本ハンドブックは子ども向けに作成されたものではないため、子どもの被害者に関

しては留意が必要である。 

 以上のような限界があるものの、現在の日本の性暴力被害者支援の状況からみて、本研究が

取り扱った、ワンストップ支援センターからの紹介によって被害後早期に精神科治療を受ける

に至った性暴力被害者のカルテ調査研究や、性暴力被害者向け支援情報冊子に関する有用性評

価の研究は我が国で初めてのものであり、意義があると考えられる。性暴力被害者への早期介

入に関する臨床と研究は始まったばかりであり、課題が多く山積している。著者によれば、全
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国でワンストップ支援センターが開設されることに伴って、従来、一般の精神科や心理臨床機

関を受診することが少なかった急性期の性暴力被害者の受診が増え、支援や治療のニーズが増

加する可能性もあり、このような研究が今後より洗練された方法で行われていくことが重要で

ある。 

 

４． 表記、表現の訂正 

 以上の修正に加えて、再提出版では表記、誤字・脱字、引用文献の追加・修正、文章表現の

修正、句読点、改行などの校正が行われ、計 458点が修正された。 

 

 審査では上述したいくつかの指摘があり、指摘事項に対して、平成 28年 1月 15日、修正が

適切になされた論文が再提出された。これを博士論文にふさわしいものと評価し、審査委員会

は平成 28年 2月 1日、淺野敬子氏への博士学位記授与を承認した。 

 


